
 
 

平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（国土交通省・庁） 

制 度 名 国際船舶の所有権保存登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長 

税 目 登録免許税 

国際船舶の所有権保存登記等に係る登録免許税の軽減措置の適用期限
を延長する。 
・特例措置の延長 
  国際船舶（近代化船、海外貸渡方式によるマルシップ混乗船、 

承認船員配乗船、ＬＮＧ船、ＲＯＲＯ船） 
・特例措置の内容 
  登録免許税の税率の軽減  所有権保存登記 ２．５／１０００
               抵当権設定登記 ２．５／１０００
 
【関係条文】 

租税特別措置法第 82 条の２、租税特別措置法施行令第 43 条の
２、租税特別措置法施行規則第 31 条の３ 
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⑴ 政策目的 
四面環海、資源に乏しい我が国においては、エネルギー資源、食

料をはじめとして国民生活や産業活動に不可欠な物資のほとんどを
海外からの海上輸送に依存している。他方で我が国において生産さ
れる製品も主に船舶で諸外国に輸送されていることから、我が国は
国際貿易量の 99.7％を海上輸送に依存している。 
このような物資の大半は我が国外航海運事業者が運航する船舶

（我が国商船隊）によって輸送されているが、外航海運は、世界単
一市場の厳しい国際競争に晒されており、我が国商船隊を国際競争
力ある形で安定的に維持するとともに、安全かつ効率的な輸送サー
ビスの確保を図ることは、物資の安定供給面、コスト面等で国民生
活に直結する極めて重要な課題である。 
こうした中、日本籍船については、経済安全保障、自国物資の安

定輸送手段の確保、船舶運航等に係るノウハウの維持、海運及び海
事関連産業の重要性等の観点から、我が国商船隊における中核と位
置付けられるものとなっているが、減少傾向が続いていた。 
国際船舶制度は、平成８年に、船舶所有者を対象に、日本籍船の

うち乗組員の少数精鋭化等による運航面の低コスト化がなされてい
る船舶、技術革新等に対応した質の高い船舶、液化天然ガス（ＬＮ
Ｇ）運搬船など国際海上輸送の確保上、特に重要な船舶を国際船舶
と位置付け、海外への譲渡、貸渡について届出制・中止勧告制をと
る一方で、税の軽減措置などの支援措置を講じることによって、日
本籍船の減少に歯止めをかけ、我が国商船隊の維持・確保を図る目
的で創設されたところである。 
本特例制度により、国際的な競争条件の均衡化を図るとともに、

日本籍船の中でも技術革新を進め運航効率性に優れる国際船舶を我
が国商船隊の中核として増加させることにより、平常時における商
船隊全体の国際競争力を強化していくことが重要である。 



 
 

 

 
⑵ 施策の必要性 

このような意義にもかかわらず、我が国商船隊においては、その
大半が外国籍船（便宜置籍船）となっているため、これまで、船舶
検査や設備要件の見直しを措置し、これらの面におけるコスト負担
の軽減を図ってきたところであるが、諸外国においては、「第二船
籍制度」等外航船舶に係る税負担の軽減を図る措置が導入されてい
ることもあり、日本船籍に係る登録免許税については、外国におけ
る船舶の登録に係る税・手数料等と比較した場合、一般的に高い水
準となっているとともに、我が国での船舶投資に係る初期投資負担
を重いものとする結果となっている。 
このため、国際的な競争条件の均衡化を図るとともに、海運事業

者の初期投資負担を軽減し、船舶の取得を容易にするとのインセン
ティブの観点から、本特例制度の果たす役割は極めて大きく、今後
も継続して税制上の支援を行うことが必要である。 

 
⑶ 要望の措置の妥当性 
① 租税特別措置等の背景にある政策に今日的な「合理性」が認めら

れるか 
海洋立国であり、四方を海に囲まれた我が国において、貿易量

の９９．７％（重量ベース）を海上輸送が担っており、我が国経
済・国民生活を支える上で大きな役割を果たしているとともに、
我が国の経済安全保障上、我が国商船隊の安定的な維持の確保は
必要不可欠である。 
こうした中、世界単一市場である外航海運は今日厳しい国際競

争に晒されており、我が国商船隊の競争力の強化が急務となって
いるところであるが、とりわけ、日本籍船のうち、乗り組み船員
の少数精鋭化による合理化や低コスト化、技術革新等に対応した
質の高い船舶である国際船舶を我が国商船隊の中核として増加さ
せることにより、我が国商船隊全体の国際競争力を強化する必要
がある。 
また、諸外国においては船舶登録に係る費用負担は我が国と比

して低い水準にあることから、我が国において同様の措置を講じ
ることは国際的な競争条件の均衡化を果たす上でも必要であり、
本特例制度による軽減措置は合理性を有するものである。 

 
② 租税特別措置等の政策実現に向けた手段としての「有効性」が認

められるか 
平成８年の本制度の導入以降、国際船舶は１４４隻（平成８

年）から８５隻（平成１９年央）へ、日本籍船は１９１隻から９
２隻へと減少傾向は続いたが、制度の創設前後で比較すると、国
際船舶を含む日本籍船の減少率は制度創設を境に鈍化していると
ともに、平成２０年央以降では増加に転じている。 
本特例制度により日本籍船の登録時における負担軽減が図られ

るとともに、諸外国との船舶の登録時におけるコスト差の縮小が
図られており、また、国際船舶が増加し、国際競争条件均衡化に
よる国際競争力の確保が進められていることから、本特例制度に
よる軽減措置は有効性を有するものである。 

 
③ 租税特別措置等に補助金等他の政策手段と比して「相当性」が認

められるか 
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）において、造船に関し、１９９

４年に「商業的造船業における正常な競争条件に関する協定」
（造船協定）が合意されており、同協定において、船舶取得時に
国の補助を受けることは禁止されている。 
国の補助金による支援措置を導入することは国際的な取り決め

に抵触することから、税制による措置は相当性を有するものであ
る。 
 



 
 

政策評価体  

系における   

位 置 付 け 

政策目標：６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 

施策目標：２０ 海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推

進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を

推進する 

政 策 の 

達成目標 

安定的な国際海上輸送の確保上重要な国際船舶の整備を図るため、

国際船舶の隻数を 2011 年度までに約 150 隻に増加させる。 

（業績指標１２２：国際船舶の隻数） 

租税特別措 

置の適用又 

は延長期間 

平成２２年４月１日～平成２４年３月３１日（２年間） 

同上の期間中

の達成目標 

安定的な国際海上輸送の確保上重要な国際船舶の隻数を 2011 年度

までに約 150 隻に増加させる。 

当該要望項目

以外の税制上

の支援措置 

・対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特

例（トン数標準税制） 

 （租税特別措置法第５９条の２） 

・船舶の特別償却制度（外航船舶 18/100） 

 （租税特別措置法第１１条、第４３条） 

・国際船舶に係る固定資産税の軽減（外航 1/15～1/6） 

 （地方税法附則第１５条第２６項） 

予算上の措置

等の要求内 

容及び金額 
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政 策 の  

達成状況 

〔国際船舶の隻数の推移〕             （単位：隻）

  
平成１７

年央 
平成１８
年央 

平成１９
年央 

平成２０ 
年央 

平成２１
年央 

国 際 
船 舶 

87 85 85 95 106 
 

租税特別措置

の適用実績 

（単位：百万円、(隻)）
 平成１７ 

年度 
平成１８
年度 

平成１９ 
年度 

平成２０
年度 

Ｌ Ｎ Ｇ 船 ０（０） ０（０） ０（０） ９（１）
油 送 船 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０）
その他貨物船 ０（０） ７（１） ３５(７) ６７(９)

  
租税特別措置

による政策 

の達成目標の 

実現状況等 

本制度により、国際海上輸送の確保上重要な国際船舶が整備されて

いる。とりわけ我が国におけるエネルギー資源の安定輸送手段の確保

に寄与している。 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連

す
る
事
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前回要望時 

の達成目標 
安定的な国際海上輸送の確保上重要な国際船舶の整備 



 
 

前回要望時 

からの達成度

及び目標に 

達していない 

場合の理由 

本制度を利用することにより、平成２０年央ではＬＮＧ船が２６隻

（日本籍船に占める総トン数の割合：38.2%）、油送船が９隻（日本

籍船に占める総トン数の割合：15.8%）となるなど貿易物資の安定輸

送の確保上重要な国際船舶が整備されるとともに、これまでの減少基

調から増加に転じており、目標に向け概ね順調に推移している。 

これまでの 

要 望 経 緯 

平成８年度創設 

平成９年度拡充要望（認められず） 

平成１０年度拡充・延長要望（延長のみ） 

平成１１年度拡充（海外から譲渡を受けた国際船舶を追加、国際船

舶の定義の見直し） 

平成１２年度延長 

平成１４年度縮減・延長（税率 1/1000→1.5/1000） 

平成１６年度縮減・延長（税率 1.5/1000→2/1000） 

平成１８年度縮減・延長（税率 2/1000→2.5/1000） 

平成２０年度延長 

 


